
長期優良住宅認定申請に確認申請を併願される場合は下記フローで申請を行ってください。 

申請者 

知事 
建築主事による
建築確認 

指定構造計算適合性判定機
関による任意の構造計算適

合性判定 

①-a確認申請の併願 ②計画通知 

①-b判定申請 

②任意適合判定通知書 

⑤確認済証 ⑥認定通知書 

③適合判定通知書等 ④適合判定通知書等 
構造計算適合性判定が必要な場合 


